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２００５．６．２０ 

結婚・離婚の変化と法制度上の課題 

弁護士 吉 岡 睦 子         

 

１．離婚の増加と母子家庭等の経済状況 

（１）離婚件数 

 ２００４年  ２７万８１５件 

 （過去最高は２００２年の２８万９８３６件） 

（２）母子家庭 

 ２００３年度 １２２万５４００世帯 

 （１９９８年度より２８．３％増加） 

（３）平均所得  ２３３万６０００円（一般世帯の約４割） 

（４）働いている母親 ８３．１％（１．９ポイント減） 

 常用   ３９．２％（１１．５ポイント減） 

 臨時・パート ４９．０％（１０．７ポイント増） 

（５）児童扶養手当受給者数 

 ２０００年 ７０万８３９５人 

 ２００３年 ８７万１１６１人 

 ２００５年 ９３万２６５６人 

 

２．養育費の受給状況 

（１）取り決め 

 １９９８年 あり ３５．１％ なし ５９．７％ 

 ２００３年 あり ３４．０％ なし ６６．０％ 

     （協議離婚では７２．８％） 

（２）受給状況 

 １９９８年 受けている ２０．８％ 受けたことなし ６０．１％ 

 ２００３年 受けている １７．７％  受けたことなし  ６６．８％ 
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（３）受給額（平均） 

 １９９８年 ５万３２００円 

 ２００３年 ４万４６６０円 

 

３．母子家庭の貧困化 

（１）母親の就労環境の悪化 

（２）児童扶養手当の削減 

（３）養育費受給状況の悪化 

 により母子家庭の貧困化が進んでいる（子ども１人育てるのも容易でない） 

 

４．法制度上の対応 

（１）算定方法の標準化 

（２）取り立て方法の特例 

 ・予備差押制度・財産開示制度の新設など（２００３年） 

 ・間接強制制度の新設（２００５年） 

（３）行政上の就労支援の措置（特別措置法） 

 

５．日弁連の提言 

（１）養育費取決め届出制度 

（２）養育費立替制度 

 

６．その他法制度上の問題点 

（１）事実婚への法的対応不十分 

 ・配偶者相続権なし 

 ・子どもへの差別 

（２）婚外子差別解消が実現していない 

（３）選択的夫婦別姓制度の未導入 

 


